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令 和 ７ 年 ５ 月 2 0日  

教育振興部教育指導課 

 

部活動地域移行に係る休日における地域クラブ活動の試行について 

 

 国は、少子化の更なる進展や教員の負担増加を背景に、令和４年12月、「学校部活動及

び新たな地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を作成した。区では、

これまで「練馬区立中学校部活動在り方検討委員会」を開催し、区における部活動の地域

移行について検討を重ねてきた。 

 このたび、総合型地域スポーツクラブ（ＳＳＣ）と協働し、休日にスポーツ活動を行う

場を提供する事業を試行するため、その概要について下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 部活動地域移行の考え方 

別紙のとおり 

 

２ 休日における地域クラブ活動の試行・検証 

 ⑴ 実施主体 

   総合型地域スポーツクラブ（ＳＳＣ）７団体 

   （豊玉・中村、谷原、平和台、大泉、桜台、光が丘、上石神井） 

 ⑵ 実施種目 

   バレーボール、バスケットボール、タンブリング、ダブルダッチ、スラックライン、

フットサル、ダンス、ボッチャ など 

 ⑶ 対象生徒 

   区立中学校に在籍する生徒 

⑷ 実証期間 

   令和７年６月から10月までの日曜日 

 ⑸ 実施方法 

    ・区立中学校の体育館を利用し、各団体の指導者が、月１～２回、技術指導等の活動

を行う。 

   ・各団体が学校を通じて利用者を募集する。区からも生徒用タブレット端末および 

保護者向け情報伝達サービス（sigfy）にチラシを配信し、周知する。 

   ・１人あたり各回1,000円を参加費の上限とし、うち500円を区が補助する。 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 


